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男性も育児参加できる  

ワーク・ライフ・バランス企業ヘ  

一 環境変化に対応する企業経営 －  

＜概要＞  

（仮題）  

＊＊＊それは、社長のひとことから始まった＊＊＊   

その企業は残業もあるごく普通のメーカーでした。平成3年に社長の  

発案で週1日のノー残業デーを始めました。はじめはなかなか守られま  

せんでしたが、定時退社の実現にこだわる社長は何回も繰り返し指示を  

し、管理職が職場を巡回したり、強制的に消灯する取組を始めました。  

定時に帰るため、会社をあげて仕事への集中度を高め、段取りを工夫し  

ました。仕事を効率化し、無駄な仕事はやめました。取引先にも事情を  

説明し、理解を求めました。ノー残業デーはだんだん増え、平成15年か  

ら毎日がノー残業デーになりました。残業代も不要になりましたっ  

この企業はこの19年間連続で増収増益を続けています。  

平成18年9月  

厚生労働省・男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会   



男性の育児参加の現状は？  

日本人男性の家事一育児時間は非常に短い  
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（注）各国調査で行われた調李から、家事関連時間（日本：「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計、アメリカ：  
“Householdactivities刀，〃Purchasinggoodsandservices〃，Mcaringforandhelpinghousehold▲members”，“Caring  

fbrandhelpingnon・ho11Seholdmembers”の合計、欧州：“DomesticWork”）と、その中の育児（Childcare）の時間  
を比較した。  

資料出所：Eurostat“HowEuropeansSpendTheirTime・EverydayLifeofWomenandMen”C2004）、BureauofLabor  
StatisticsoftheU．S．“AmericanTime・UseSurveySummary”（2004）、総務省「社会生活基本調査」（平成13  

年）  
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資料出所：UFJ総合研究所「子育て支援策等に関する胴  

査研究報告書」（平成15年）  

調査対象：未就学児を持つ父親   

（注）休業者を除く従業者総数に占める敷  

資料出所：厚生労働省「平成17年度版労働経済の分析」  



男性が育児参力口できる働き方をすすめることが  

なぜ企業にとって必要なのか？   

子育ては、従業員個人の課類であり、企業が関わるべきものではないとの考え方が  

あります。   

しかし、従業員の意欲・能力を十分に引き出し、企業の活力を高めるためには、従  
業員の子育て支援を含め、仕事と生活の両立を可能とする働き方を実現することが必  
要になっています。  

業長のニーズへの対応   多様な人材の活用   

子育て世代の男性の多くが、仕事も  

家庭も大切にしたいと考えています。  

また、共働き世帯が増加し、夫婦で育  

児を分担できる職場環境lま男女共通の  

ニーズとなっています。   

企業を支える子育て世代が意欲をも  

って働けるようにするためには、その  

ニーズや意識の変化に対応し、育児参  

加できる働き方を実現する必要があり  

ます。  

厳しい競争環境の中で企業の力を高  

めていく上で、性別、年齢、価値観、  

個性の異なる多様な人材の能力を活用  

することが不可欠となっています。   

近年、女性の活躍を推進する企業が  

増えていますが、女性だけに育児が集  

中する環境は能力発拝の阻書要田の一  

つになっています。女性の活躍を進め  

るためにも、男女とも子育てできる働  

き方が必妻です。  

事時間と生活時間のバランス美   C＄R（企業の社会的責任）の遂   

従業長の働きすぎによる疲労や意欲  

の低下、心身の健康状態の悪化は、企  

業にとって深刻な損失となります。ま  

た、夫が家庭を頼みることができず、  

妻が心身の健康を損ねれば、夫は安心  

して仕事に向かうことができず、仕事  

に支障をきたすことにもなりかねませ  

んこ   

従業員が健康で意欲をもって仕事に  

取り組めるようにするためには、仕事  

時間と生活時間のバランスを取れるよ  

うにすることが不可欠です。  

女性の活用やワーク・ライフ㌧バラ  

ンスの推進をCSRとして位置付け、  

従業員の多様性をヰ圭し、安心して快  

適に働ける職場づくりに取り組む企業  

が増えています。   

企業は単に業績だけではなく、社会  

的公正や環境閉館↑の取組などの側面  

も含めて評価されるようになってきて  

おり、投資家、顧客、従業員等の判事  

関係者からの借頼を得るためにも、こ  

うした取組が求められます。   
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＊＊＊ 男性も育児参加できる働き方へ ＊＊＊   

男性の育児参加・家事分担は女性の活躍の機会拡大に資することが期待される。加えて夫の  

育児家事体験が躾や思いやり等の点で子供の教育にも良い影響があろう。仕事と育児のバラン  

スを重視する価値観の醸成は働く人々の生産性とモラールの向上につながるものと強く認識し  

て進めていきたい。  

（ライオン株式会社 代表取締役社長 蔵王 貞慶氏）   

男性が育児参加できるためには、現在の働き方を見直さなければなりません。働き方を見直  

して、仕事と私生活のバランスを取ることが必要です。持てる力を十分発揮していきいきと働  

くことと、かけがいのない家族との大串な時間を過ごしたり、自分自身の成長のために勉強し  

たり楽しんだりすることは、私たちの悔いのない人生を送るためにどちらも必要なことだと思  

います。  

（NECラーニング株式会社 代表取締役執行役鼻社長 内海 房子氏）  

育児を誰がするのかは個々人の問題だと思います。ただ、欧米諸国では女性の労働力率が高  

い国ほど出生率が高いのですが、日本では家事、育児の責任が女性に偏り過ぎていて労働力率  

が上がっても出生率が上がりません。日本の少子化を阻止するためには男性も育児に参加でき  

るワーク暮ライフ㌧バランスの取れた働き方が必要です。  

（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 常務執行役鼻 水越 さくえ氏）  

共働き等世帯数の推移  
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（備考）1‥昭和55年から平成13年は総務省「労働力調査特別調査」（各年2月、ただし、昭和55年から昭  

和57年は各年3月）、14年以降は「労働力調査（詳細結果）」（年平均）より作成。  

2．．「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人  

口及び完全失業者）の世帯。  

3‥「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。  
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男性が育児参加できる働き方をすすめることは  

企業にとってどんなメリットがあるのか？   

男性が育児参加できるような働き方をすすめ、ワーク・ライフ・バランスを実現す  

ることは、従業員の生活を充実させるだけではなく、企業にも様々なメリットをもた  

らします。  

優秀な人材の確保・定着   

優秀な人材の確保、定着は、企業の成長にとって不可欠です。労働者が希望するラ  

イフスタイルを実現できる環境を提供することは、賃金やキャリアアップと並んで、  

優秀な人材を惹きつける、重要な要素の一つとなります。  

従業員の意欲の向上、生産性の向上   

従業員の希望するライフスタイルが実現できる環境を整備することで、職場環境に  

対する満足感を高め、従業員から高い勤労意欲と能力を引き出すことができます。   

また、従業員が仕事から離れる時間を持つことで、新たな視点を持ち、創造性が高  

まるなどの効果も期待できます。  

仕事内容や進め方の見直し、効率化   

育児休業や短時間勤務は、職場における業務配分方法の見直し、業務や情報の共有  

化など仕事の進め方を見直し、効率化するきっかけになります。  

両立支援の取組に対する企業の考え  

優秀な人材確保のために  
必攣である  

従集■の労働★欲向上に  
薔与する  

仕事の遭め方を工夫することにより  

集株効率が向上する  

0％  10％   20％  30％  40％  50％   60％   70％  80％  90％ 1009ら  

田そう思う■どちらかといえばそう思うロどちらかとともいえないロどちらかといえばそう思わない●そう  

資料出所 二（株）ニッセイ基礎研究所「仕事と生活の両立支援策と企業票彿に関する調査」（平成17年）  

4   



＊＊＊ 企業経営とワーク・ライフ・バランス ＊＊＊   

社会の価値観の変化にともない、仕手も生活も同じように充実させることを望む人々が着実  

に増えている。企業も、優秀な人材を採用し、活躍してもらうためには、ワーク・ライフ・バ  

ランスに配慮することが必要だ。多様な鋤き方を認めることが、社員の意欲と能力を引き出し、  

ひいては企兼業績の向上に結びつくことを、多くの経営者の方に理解していただきたい。  

（日本アイ・ピー・エム株式会社 代表取締役会長 北城 格太郎氏）  

ワーク・ライフ・バランスとは、仕事の目標七それを達成するための多様な働き方を労使で  

協議し、新しい時代の生き方を創造すると同時に生産性向上を目指そうとするものである。こ  

のワーク・ライフ＝バランスの実現により企業にとっては、短期的には女性の持つ能力を引き  

出すことが可能となり、中長期的には業績拡大に大きく寄与することになる。男性の育児参加  

はワーク・ライフ＝バランスを実現するためのひとつの重要な仕組みである。  

（株式会社東芝 取締役会長 岡村 正氏）  

人口減少社会の下では、企業には、能力■意欲のある人は男女を問わず働き続けられる環境  三三？1…；モ  
も育児に参加できる”条件を整えることは企業が21世紀に生き残る必要条件のひとつである。‡  

（東京t力株式会社 常務取締役 山崎 雅男氏）  

「育児休業制度」「短時間勤務調度」の利用による職場への影響  

0  5  10  15   20   25   30  
（％）  

35    40  45  

仕事の進め方について■場内で見直すきっかけになった  

両立支援策に対する各人の理解が深奉った  

利用者の仕事を引き＃いだ人の能力が高まった   

各人が自分のライフスタイルや■き方を見直すきっかけになった  

各人が仕■に効率的に取り組むようになった  

鴨場のマネジメントが難しくなった  

書場の結束が強まった  

■蟻で社鼻の間に不公平感が生じた  

会社や職場に対する各人の愛■やす■が深くなった  

休義中の子育ての鍾●により利用者が仕事の能力を高めた  

利用者の■場での評価が低くなった  

職場全体の生■性が上がった  

利用者が●増で孤立するようになった  

その他  

特に影響・効果はなかった  

無回答  

資料出所：内閣府「管理者を対象とした両立支援策に関する意識調査」（平成17年）  

調査対象：企業（従業員規模100人～300人：1000社、300人嘩：3000社）において両立支援策を利用した  

社員がいる部門の管理者  
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男性の育児参加を支摸している企業はこのように考えています  
▼．■ ′■■■■■l■’■l■－■■▲■J■■l′一■r」■′l．■■■′′′■■▲■．′■■l■’■r′■r■「J■一■一▲■′．■■」■■l■■」■一■l一■lJ■■′■■■l■■■r」■一′．▼′J■′ ■■l■■■l■′■－．■－．岬∴●■■′●一●．r■r．   

ある程度の規模の会社が、きちんとビジネスをして、  

社会の中で認知されようとすれば、人に優しい、経で  

も無理なく1馴ナるような働き方を考えていかなければ  

なりません。かつてのように、働lナるだけ働いて家庭  

のことは顧みないでいいという考え方は、社会的にも  

認められなくなっているのではないかと思います。  

（人事担当者）  

経でも無理なく  

働けるような  

働き方を   
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ワーク・ライフ・バランスとぼ？  

（仕事と生活の調和）   

ワーク・ライフり〈ランスとは、働く人が仕事上の責任を果たそうとすると、仕事以外の  

生活でやりたいことや、やらなければならないことに取り組めなくなるのではなく、両者を  

実現できる状態のことです。   

従業員のワーク・ライフりくランスの実現が企♯経営上の課題として注目されるようにな  

った背景には、働き手の変化があります。働き手のライフスタイルが「仕事専念型」であっ  

た時代には、ワーク・ライフ㌧バランスの実現を求める声はありませんでした。しかし、働  

く女性や共働きせ帯の増加など働き手や夫婦のあり方が変化し、仕事以外にも「やりたいこ  

と、やらなければならないことがある」膚が増えてき善した。こうした結果、企業として、  

従業員が能力を十分に発揮できる環境を整備するためには、「仕事書念型」の従業員を前捷  

とした働き方を見直し、仕事と生活を両立できる状態、つまりワーク・ライフ㌧バランスが  

実現できる働き方を生えていくことが必要になりました。   

仕事と生活の鱒足の置き方は、働き手によって、またライフステージによっても速います0  

このため、個々人にとって望ましいワーク・ライフ㌧バランスのあり方は多様です。また、  

「ライフ」の内容も、家庭生活だけでなく、地域活動、学習、健康などさまざまなものがあ  

ります。このような従業員のライフスタイルの多様性を踏まえ、各人が自分に適したっ一  

ク・ライフりiランスを実現できるような取組が求められます。そのためには、効率的な働  

き方や柔軟な働き方、さらには働き方のバリエーションを増やすことが重要です。  
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男性が育児参加できる働き方をすすめるための  

取組のポイントは？  

経営者は・■・  

企業理念・企業風土   

男性が育児にかかわることができるようにするためには、従業員一人ひとりの仕事と生活のバ  

ランスを大事にすることを企業理念とし、そのような働き方ができる企業風土づくりに取り組む  

ことが必要です。  

トップの姿勢や取組   

企業トップが、ワーク・ライフ㌧バランスを経営戦略の中に位置付け、取り組む姿勢を明確に  

示すことにより、組織全休の意識変革が促されます。トップの考え方を役員、管理職、現場労他  

者へと浸透させていくための仕組みも必要です。また、トップ自らがワーク・ライフ■バランス  

を実践することで、企業全体に暮刺さが伝わります。  

＊＊＊ ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて ＊＊＊   

ワーク・ライフ・バランスは、これから企業が発展するキーワードである。実現には、まず  

トップが本気を示すこと、率先垂範していくこと。トップの本気が伝われば、管理職が変わる。  

管理職が変われば、社員に伝わる。社鼻が変わればその家族も変わる。こうやって社会は変わ  

っていくのだと患う。トップの皆さんには、まずは最初の一人になること、行動し発情し続け  

ることをお厭いしたい。  

（株式会社資生堂 執行役員 企業文化部長 大矢 和子氏）   

企業のトップ、中間管理職、従業員、それぞれが「ワーク・ライフ㌧バランスの充実」が必  

要と考えている。皆が必要だと思うことは「当たり前」のことである。「当たり前のことを、当  

たり前に実行できるかどうか」が、真に「よい会社」になるための条件であり、鍵である。  

（株式会社損害保険ジャパン 取締役特務執行役員 中野 久氏）  

ワークーライフ・バランスのとれた働き方が可能な企業こそが、男性も女性も、更には多様  

な人財の活躍を引出し、競争力を高めていける。そのためには、マネジメント主導で、かけた  

時間ではなく生産性の高さ、成果や貢献にフォーカスしたカルチャーを徹底すること、効率的  

な働き方の具体的な数値目標を提示することが必要だ。  

（日産自動車株式会社 常務執行役鼻Jl旧 均氏）  

8   



人事担当者や管理職は‥■  

現状の把握・制度の整■   

男性が育児参加できるような働き方をすすめるための取組内容は、企業の状況によって異なり  

ます。   

男性の育児参加に対する従業員の意誰やニーズ、現状、課題を把握し、男性も女性も利用しや  

すい仕事と育児の両立支援制度を整備しましょう。  

管理職や従兼良の章攣改革   

いくら制度が整っていても、「使える制度」になるかどうかは、現場の管理職や従業員の意識に  

かかっています。特に、男性の育児参加のポイントとなる現場の管理職の意識を変えるためには、  

育児参加が意欲向上や仕事の効率化につながること、ワーク・ライフ・バランスは子育て世代だ  

けでなく従業鼻全体の働きやすさにつながることなどについて理解を進める取組が必要です。  

人事制度面備工夫   

従業員が安心して育児休業等を利用できるようにするためには、育児休業等を利用した場合の  

評価制度や昇格制度における取扱いがルール化され、管理職や従業員に正しく理解され運用され  

ていることが王事です。  

労即時間管理卒中工夫 

日常的な育児参加を可能にするためには、労働時間の管理が重要です。「ノー残業デー」の毀定  

など、残業の削減に取り組むことは、仕事にメリハリをつけ、仕事の効率化・生産性の向上にも  

つながります。企業戦略としての計画的な取組、現場の管理職のマネジメントによるこまめな時  

間管理などのエ夫が必要です。  

翠員節理華世事¢管翠   

育児休業や短時間勤務等の制度の利用者が出た場合は、職場のニーズに応じた体制整♯lこよっ  

て、同僚の負担が軽減され、戦場lこ遠慮することなく制度が利用できるようになります。休業期  

間の長短や聴場の状況等に応じて代替要Åの確保を行うほか、直属の上司が中心となって、仕事  

や情報の共有化、業務量の調整等のエ夫をすることが必要です。   

従業員への情闊蹄鱒   

制度があっても使われないことの原因に、「使えることが知られていない」ということが挙げら  

れます。また、身近に実際に制度を使っている男性の例がほとんどない場合が多いことから、色々  

な事例を解介することによって、男性も育児参加しやすくなると考えられます。  
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労働局雇用均等室所在地一覧  

電話番号   FAX番号  郵便番号   所  在  地   

北海道  011－709－2715  011－709－8786  060－8566  札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎   
青 森  017－734－4211  017－777－7696  030－8558  青森市新町2丁目4番25号 青森合同庁舎   
岩 手  019－604－3010  019－604－1535  020－0023  盛岡市内丸7番25号 盛岡合同庁舎1号館   
宮 城  022－299一朗44  022－299－8845  983－8585  仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎   
秋 田  018－862－6684  018－862－4300  010－0951  秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎   

山形  

変更なし   変更なし  変更なし  山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階（平成18年10月2日移転予憩  
福島   ．   

茨城  
未定   未定   310■0015  水戸市官町1丁目6－167（平成18年11月移転予定）  

栃木   
群 馬  027－210－5009  027－210－5104  371・8567  前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル   

埼 玉  0購00－6210  0仏600－6230  330－6016  さいたま市中央区新都心11－2明柏安田生命さいたま新都心でルラントアルス・タワー   

千 葉  043－221－2307  043・221－2308  260・8612  千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎   
東京  

未定   未定   102－0074  千代田区九段南1－2九段第三合同庁舎14階（平成19年3月移転予定）  
神奈川   
新 潟  025－234－5928  02ゝ26む6420  951－8588  新潟市川岸町1丁目56番地   

富 山  076－432－2740  076－432－3959  930－8514  富山市桜橋通り2番25号 音山第・一生命ビル2F   
石 川  076－265－4429  076・221－3087  920－0024  金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎   
福 井  0776－22－3947  0776－22－4920  910－0019  福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎   
山 梨  055－225－2859  05を225－2787  400－8577  甲府市丸の内1丁目1番11号   
長 野  026・227－0125  026・227－0126  3郎鳩572  長野市中御所1丁目22番1号   

岐 阜  058・263・1220  058・26㌻1707  500朋42  岐阜市金町4丁目30番地 明治安田生命岐阜金町ビル   
静 岡  0弥252－5310  0弘252－8216  420・8639  静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎5階   
愛 知  052－219・5509  052・220－0573  460－0008  名古屋市中区栄2丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング   
三 重  059－226－2318  059－228－2785  514－8524  津市島崎町327番2号 津第2地方合同庁舎   
滋 賀  077－523－1190  077－527－3277  520－0051  大津市梅林1丁目3番10号 滋賀ビル   

京 都  075－241－0504  075－241・0493  604カ846  京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451   
大 阪  08・6941－8940  06－6946－6465  5408527  大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館   
兵 庫  07＆367－0820  07＆367－3854  650－0044  神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー   
奈 良  0742－32・0210  0742－32－0214  6308570  奈良市法蓮町387番地 奈良第3地方合同庁舎   
和歌山  073－421・6157  073・421－6158  640偲蛤  和歌山市中之島1518番地 和歌山MIDビル   

鳥 取  0857－29－1709  0857－29－4142  680－8522  鳥取市官安2丁目89番9号   
島 根  0852－31－1161  0852・31－1505  690－0841  松江市向島町134番10号   
岡 山  086－224」7639  086－224－7693  700－8611  岡山市下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎   
広 島  082－221－9247  082－221－23鮎  730－8538  広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎第2号館   
山 口  083－995－0390  083－995－0389  753－8510  山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎1号館   

徳 島  088掘52－2718  08＆652－2751  770・0851  徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎4階   
香 川  087－831－3762  087・831－3759  760－0018  高松市天神前5番12号 香川労働局第3庁舎   
愛 媛  089－935－5222  089－935・5223  7！抑8538  松山市若草町4番3号 松山若草合同庁舎   
高 知  088脚041  0恥・885t6042  780－8548  高知市南金田48番2号   
福 岡  092－411－4894  092・411－4895  812－0013  福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館   

佐 賀  0952－32」7218  0952－32－7224  840－0801  ◆佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎   
長 崎  095－801－0050  095－801－0051  850－0033  長崎市万才町7番1号 住友生命長崎ビル6階  
熊 本  096・352・3865  09＆352－：氾76  860－0008  熊本市二の丸1番2号 熊本合同庁舎  
大 分  097－532－4025  097・537－1240  870－0037  大分市兼寿日町17番20号 大分第2ソフィアブラザビル6階  
宮 崎  0985－38一枇7  098ト38胡31  880－0805  宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎   

鹿児島  099－222－8446  099－222－8459  892－0847  鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル  
沖 縄  098－868－4380  098－869－7914  900－0006  那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 東京都千代田区霞が関1－2－2 03－5253・1111（代）   




